
謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、「平成 27年厚生労働省令第 29号（平成27年3月 2日）」にて「水質基準に関す
る省令」及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の一部が改正
されました。これに伴い、弊社の水質基準に関する検査内容を下記のように変更させて
いただきますので、ご案内申し上げます。
	 謹白　

水質基準に関する省令の一部改正に伴う
検査内容変更のお知らせ

●	変更項目情報
	 「水道水・原水（水道法関連）の検査」・「飲料水（ビル管関連）・その他の検査」

●	水質基準に関する省令の一部改正
	 水質基準項目“ジクロロ酢酸”及び“トリクロロ酢酸”の基準値変更

水質基準項目　ジクロロ酢酸（現行基準値 0.04mg/L 以下）及びトリクロロ酢酸
（現行基準値 0.2mg/L 以下）の基準値が、それぞれ 0.03mg/L 以下に改正されます。

	変　更　日　2015年 4月1日（水）受付分より

変更の内容

裏面に続きます

基準番号 項目名 検査方法 基準値（mg/L） 依頼コードNo.

24 ジクロロ酢酸 ガスクロマトグラフ質量分析法 0.03以下 0512

28 トリクロロ酢酸 ガスクロマトグラフ質量分析法 0.03以下 0524

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。URL：http : //www.bml .co . jp/
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